
要　旨紹　介

本報告は，平成16年及び17年に実施した「重大事犯少年の実態と処遇」の調査結果をまとめたもので

あり，以下では，利用の参考のため，その要旨を紹介する。

　1　研究の実施目的

　本研究は，故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件（以下「重大事犯」という。）について，

事案内容の側面から，その特徴を明らかにするとともに，重大事犯を犯した少年（以下「重大事犯少年」

という。）について，背後にある問題点を分析し，家庭，学校等における適応状況等を検討することによっ

て，近年における重大事犯少年の実態に迫ることを目指した。また，少年審判及び刑事裁判の結果，少

年院及び刑務所における矯正処遇の状況，保護観察の実施状況等を調査・分析することによって，重大

事犯少年の処遇の経過を縦断的・総合的に把握し，これら重大事犯少年に対する少年司法制度の在り方

及び処遇の検討に資することを目的とした。

　2　研究の実施方法

　調査対象者は，犯行時14歳以上の少年で，平成13年4月1日以降に犯した重大事犯により少年鑑別所

に観護措置により入所し，16年3月31日までに家庭裁判所の終局処理決定により少年鑑別所を退所した

278人である。これらの調査対象者の事案等の実態と処遇経過を把握するため，①少年鑑別所及び検察庁

にある資料を基にした犯行内容，処分状況等に関する調査，②少年院及び少年刑務所に収容された対象

者の意識及び処遇の状況に関する調査，③保護観察所にある資料を基にした保護観察の状況等に関する

調査を実施した。

　3　実施結果の概要

　　（1）重大事犯少年の実態

　重大事犯少年の実態の分析に当たっては，非行類型ごとにどのような特徴が見られるかを検討した。

非行類型の設定においては，まず重大事犯を一般事犯と交通事犯とに分け，交通事犯を「交通型」とし

た。次に，一般事犯のうち，被害者と加害者が親族関係にある事件（交際相手の実子を死亡させた事件

を含む。）を「家族型」とし，それ以外の一般事犯を共犯の有無によって「単独型」及び「集団型」とし

た。

　集団型の少年は，重大事犯少年のほぼ4分の3を占める。学校では成績が振るわず，仕事も長続きせ

ず，遊び中心に過ごしていた者が多く，暴力によって自分の強さを殊更に誇示したり，憂さ晴らしをし

ようとした結果，重大事犯にっながった者が多く含まれていた。少年たちは，学校にも職場にも地域社

会にも所属意識がなく，同じような不良仲間あるいは年長の不良者との結び付きを強め，共に行動する

ことで不適応感を解消したり，不適応感や弱小感を解消しようとしたことがうかがわれる。

　単独型の少年は，他の非行類型と比較して最も人数が少なかった。資質の上で大きな問題を抱えてい

る者が目立ち，早期から粗暴傾向が顕著で，資質面の問題性がそのまま重大事犯につながった者，異性

との感情のもつれに直面し，適切な対応を取れず，激情に任せた行動に出て被害者を死亡させた者等が

見られた。さらに，単独型には，動機とその結果の重大性が余りに不釣り合いな事例，動機そのものが

不可解で精神面での障害が疑われる事例等が含まれていた。
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　家族型の少年は，様々な家庭内の問題を複合的に抱えていた。そして，家庭内の問題がまさに凝縮さ

れた形で重大事犯へと発展している。父親が被害者である事件は，優位な立場にある父親に暴力で対抗

した結果，重大事犯に至った事例等が見られた。他方，母親が被害者である事件は，母親の側に目立っ

た問題が認められず，少年の側に精神面での障害等の問題が認められる事例等が見られた。また，嬰児

殺の女子では，家庭内で手のかからない子としての自らの立場を守ろうとして，親にも妊娠の事実を告

げず，出産の発覚を恐れて我が子の殺害に至る事例等が見られた。

　交通型の少年は，他の非行類型の少年と比較して犯行時年齢が高く，家庭内の問題及び生活上の問題

の少ない少年が比較的多かった。通常の家庭環境の下で，目立った非行もなく，一応，職業に就き，社

会人としての生活を送っていたが，交通規範面での問題から車両運転の際に重大な結果を引き起こすに

至った事例等が見られた。

　（2）重大事犯少年の裁判

　家庭裁判所における終局処理状況を見ると，調査対象者278人のうち4人が年齢超過により検察官送致

とされたほか，138人（49．6％）が刑事処分相当により検察官送致とされ，136人（48．9％）が保護処分

とされていた。調査対象者のうち犯行時の年齢が16歳以上の原則逆送少年236人（年齢超過により検察官

送致とされた4人を除く。）について見ると，検察官送致とされたのは135人（57．2％）であり，残る101

人（42．8％）が保護処分とされていた。

　これら原則逆送少年について，非行類型別に審判結果を見ると，交通型は，ほとんどが検察官送致と

されていた。集団型については，主導者であったかどうか，被害者にどの程度の致命傷となる暴力を振

るったかなどの様々な要因が，決定に影響を及ぼしていることがうかがわれた。他方，家族型は，被害

者である父親に多量の飲酒や暴力などの問題がある事例，少年に精神面の障害が認められる事例等が多

く含まれ，保護処分とされる比率が高くなっていることがうかがわれた。単独型でも精神面での障害が

認められる事例等が保護処分とされていた。

　改正少年法では，原則逆送事件の場合でも，家庭裁判所において，犯行の動機及び態様，犯行後の情

況，少年の性格，年齢，行状及び環境その他の事情を考慮して，なお刑事処分以外の措置を適当と認め

るときは，検察官送致決定を行わないことが可能とされており，事例ごとに個々の要因を慎重に考慮し

た上で審判が行われていることがうかがわれた。

　また，検察官送致された少年の刑事裁判結果についても，調査を実施した。

　（3）重大事犯少年の意識

　少年院又は刑務所に収容中で，意識調査が可能であった138人に対し，質問紙を用いて調査したところ，

ほとんどの者が事件の重大性を認識していた。事件直後と現在の意識の変化については，事件の責任を

他に転嫁せず，自分にあるとする者が増加するなど多くの点で好転が認められた。

　（4〉重大事犯少年に対する処遇

　少年院においては，個々の少年の必要度等を勘案して個別的処遇計画が立案され，処遇が行われてい

た。被害者の視点を取り入れた教育や保護者に対する働き掛けのために多くの手法が組み合わされて実

施されていた。また，処遇に困難を伴った事例を検討したところ，資質面での問題が大きな者，家族の

サポートが容易に得られない者が含まれており，これらに対し，精神医療面での手当て，家族関係の調

整等，少年の問題性に応じた手厚い働き掛けが加えられていた。

　刑務所においても，少年院と同様に，個別的処遇計画が立案され，これに基づく処遇が行われていた。

刑務所での処遇期間は，少年院よりも長い場合が多く，その中で職業訓練等，出所後の職業生活に直結

した処遇が行われていたが，まだ在所中の者が多く，処遇内容については途中経過の分析にとどまった。
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　保護観察所では，矯正施設で処遇されている段階から，少年が抱える問題の解消のため施設と連携を

とって，引受人の引受意思を積極化させるための働き掛けを始め，引受人から釈放後の就労や就学，生

計の見通しについて聴取するなど帰住予定地の環境調整に当たっていた。

　保護観察の段階にあっては，個々の対象者の問題に応じて定められる遵守事項に沿って，分類処遇や

類型別処遇が活用されていた。また，被害者や遺族に関連する指導助言の状況を見ると，被害者等調査，

被害者を視野に入れた指導・助言等が実施されていた。
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